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研究成果の概要（和文）：本研究は、拡張された自然神学を、科学技術と東アジアという二つの文脈で具体化す
るという研究目的にむけて進められてきた。
　まず、科学技術の文脈。特に、原子力、脳科学、ＡＩ、遺伝子工学といった現代において問題化しつつある諸
問題について、宗教思想（特にキリスト教思想）との接点が人間理解（人格概念）にある点が明らかになった。
科学技術の神学においては倫理学から文明論までがその射程に入れられねばならない。
　次に、東アジアの文脈。その成果は、『東アジア・キリスト教研究とその射程』としてまとめられた。無教会
キリスト教、特に矢内原忠雄の原子力論において、科学技術と東アジアの二つの文脈を結びつける可能性が示さ
れた。

研究成果の概要（英文）：This research has been carried out for the purpose of actualizing the 
extended natural theology in two contexts of science and technology and East Asia.
　First, the context of science and technology. In particular, it became clear that there is a point
 in the understanding of humanity (personality concept) in connection with religious thought 
(especially Christian thought) about various problems that are becoming problematic in modern times 
such as nuclear power, brain science, AI, and genetic engineering. This means that theology of 
science and technology goes from ethics to civilization in scope.
　Second, the context of East Asia. The results are summarized as "East Asia / Christian Studies and
 Their Scope". About "Mukyokai" Christianity, in particular Tadao Yanaihara's thought of nuclear 
energy, it has been shown that it is possible to link the two contexts of science/technology and 
East Asia.
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研究成果の学術的意義や社会的意義
　本研究では、「科学技術の神学」に向けた理論構築を行い、特に、「脳神経科学」「生命科学」に関する具体
的な考察を行った。また、東アジアのキリスト教については、これまでの研究成果を論集として刊行したが、日
本のキリスト教と原子力問題の関わりを取り下げることができたことは、学術的成果にとどまらず、社会的にも
意義あることであったと思われる。
　これらの成果によって、科学技術が宗教研究の重要テーマであるに止まらず、現代日本におけてわたしたちが
共有する課題（科学技術を基盤とした文明をいかに構築するか）にも密接に関わっていることが示された。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 

 現代キリスト教思想は多岐にわたっており一見混沌として様相を呈しているものの、この動

向（特に 1980 年代以降）を詳細に分析するとき、次の二つの中心問題を確認することができる。 

 １．キリスト教と科学技術（自然科学が担う近代的合理性と技術的革新）との関わり 

 ２．多元的社会におけるキリスト教の課題・意義（公正・正義に対するキリスト教の寄与） 

現代のキリスト教思想をリードする思想家たちは、それぞれの思想的立場は異なるにもかか

わらず、ほとんど例外なく、これらの問題を意識しつつ思索を進めている。これら二つの問題

は相互に無関係に位置づけ得るものではなく、むしろ緊密な結びつきにおいて考察されねばな

らないことが、国内と海外を問わず、研究者の共通認識となりつつある。現代の科学技術の問

題が社会的正義の問いと無関係であり得ないことは、後に述べるように、環境と経済が分離不

可能な問題群を構成していることからも、明らかである。本研究は、現代キリスト教思想──

もちろん、現代キリスト教思想だけではないが──が直面するこの問題状況に対して、伝統的

な自然神学を社会科学との関わりにおいて再構築することによってアプローチすることを目指

している。その際に、東アジアのキリスト教思想の動向を参照しつつ、研究は進められる。 

 

２．研究の目的 

これまで本研究の申請者は、現代の思想的状況におけるキリスト教思想の多様な動向を視野に

入れつつ、社会科学（とくに、経済学と政治学）との関連で自然神学の理論的な再構築（拡張）

を試みてきた。それは、自然神学が、古代以来、各時代の知的状況に即応しつつ、キリスト教

思想と他の諸思想（諸科学）との創造的な関わり合いのために必要な理論的基盤（コミュニケ

ーション合理性）の構築を担ってきたとの認識に基づいている。本 

研究は、こうした先行研究によって理論的に拡張された自然神学を、現代の思想状況において、

特に科学技術論と東アジアの文脈において具体化することをめざしている。それは環境や経済

をめぐる現代の深刻な危機的状況（環境危機と経済危機、東日本大震災以降の原子力をめぐる

問題状況）に対して、宗教・キリスト教が蓄積してきた伝統的な知恵を、有意味な仕方で再提

示することを目指すためであり、ここに本研究計画の独自性がある。 

 
３．研究の方法 
本研究では、文献収集（主に 1990 年以降のキリスト教思想における、科学技術論や社会思想

などに関連した諸文献購入、国内外での調査に際しての文献収集）と国内外での研究調査によ

って、議論の基礎となる情報を収集した。その際に、中国語・韓国語による重要な文献は、京

都大学キリスト教学専修に所属の中国人と韓国人の留学生などを学生アルバイトして雇用し、

翻訳を行い、資料集を作成した。 

 この文献収集と並行して実施されるのは、収集された資料を集中的に精読分析することで

ある。特に、原子力と環境論、生命科学、脳科学に関連したキリスト教思想の全貌を可能な限

り明確な仕方で分析し、これによって得られるキリスト教思想の枠組みに基づいて、本研究の

研究申請者がこれまでに行ってきたキリスト教自然神学研究を、本研究計画に即して深化する

ことが試みられた。 

研究成果は、国内における共同研究（南山大学宗教文化研究所で行われていた「科学と宗教

の対話」プロジェクト、あるいは宗教倫理学会・研究プロジェクト）において、あるいは海外

研究者との研究討論を積極的に実施した。 

 

４．研究成果 



本研究は、拡張された自然神学を、科学技術と東アジアという二つの文脈で具体化するという

研究目的にむけて進められてきた。 

 まず、科学技術の文脈。特に、原子力、脳科学、ＡＩ、遺伝子工学といった現代において問

題化しつつある諸問題について、宗教思想（特にキリスト教思想）との接点が人間理解（人格

概念）にある点が明らかになった。これは、科学技術の神学が倫理学から文明論を射程に入れ

ることを意味する。 

 次に、東アジアの文脈。その成果は、『東アジア・キリスト教研究とその射程』としてまとめ

られた。無教会キリスト教、特に矢内原忠雄の原子力論において、科学技術と東アジアの二つ

の文脈を結びつける可能性が示された。 
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